
第３章　地球環境保全への貢献

第１節　地球温暖化の防止

１　地球温暖化に関する現況

（１）温室効果ガスの状況

①　濃度状況

温室効果ガスの大気中濃度は産業革命（1750～1800年）以前は、比較的一定の水準でしたが、産業革命以後

は著しく増加しています。特に二酸化炭素の濃度については、産業革命当時から2009（平成21）年までに約

280ppmから約1.38倍の387ppmに上昇しています。その他の温室効果ガス濃度も同様、特に最近20～30年間に著

しく増加しています。

こうした傾向は大部分が人間活動に起因するものであり、その多くは化石燃料の使用や土地利用の変化、農

業などによるものです。このほか、近年開発されたHFC（ハイドロフルオロカーボン）等の濃度も増加してい

ます。

本県でも、大気中の二酸化炭素濃度を平成10年度から県内2地点で連続自動測定しています。この結果、年平

均値で400ppm程度となっており、他県の状況と同様の濃度レベルとなっています。

表2-3-1　県内大気中二酸化炭素測定結果

市　町　村 測　定　局
年平均値（ppm）

平成22年度

徳　　島　　市 徳　　島　　局 406

由　　岐　　町 由　　岐　　局 402

②　排出状況

温室効果ガスについて、全国の排出状況をみると、2009年度の排出量（確定値）は12億900万t-CO2、1人当た

り排出量は8.98t-CO2/人となっています。

これは、前年度比で、総量が5.6％減、一人あたり排出量が5.5％減となっています。また、基準年（1990年

度）比でも総量が4.1％減、一人あたり排出量が2.8％減となる結果となっております。

本県における温室効果ガス全体の排出状況をみると、最新年度である2008年は7,030千t-CO2となっており、

1990年の6,942千t-CO2に比べて1.3％増加しています。（図2-3-2）また、一人当たり排出量は、2008年におい

て8.86t-CO2/人となっており、全国と比べてやや少ない状況にあります。

温室効果ガスのほとんどを占める二酸化炭素の排出量（2008年）を部門別にみると、産業部門が40.4％と

排出量全体の4割を占め、次いで民生部門が27.8％、運輸部門が23.4％となっており、この3部門で全体の約

91.6％を占めています。（図2-3-1）

なお、これまで以上の新たな対策がとられない場合には、2010年における本県の温室効果ガス全体の排出量

（単純将来排出量）は、1990年に比べて約20％増加すると予測されています。このうち、二酸化炭素の排出量

を部門別にみると、特に運輸部門や民生部門などの伸び率が大きくなっています。（表2-3-2）
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図2-3-1　徳島県の温室効果ガスの排出状況　

【徳島県の温室効果ガスの排出状況(2008年)】

※ t-CO2とは温室効果ガスを二酸化炭素に換算した量です。
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自動車,鉄道,船舶,航空機

家庭系(一般家庭),業務系(オフィス等)

廃棄物の焼却廃棄物

　温室効果ガスの約93％を占めるニ酸化炭素は、そのほとんどが産業部門、運輸部門、民生部門(オフィス・

 家庭)の3部門から排出されています。
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図2-3-2　温室効果ガス排出量の推移
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※2009年の環境省「地球温暖化対策地方公共団体実行計画
（区域施策編）策定マニュアル」により算定
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表2-3-2　二酸化炭素の部門別排出量

（2010年の単純将来排出量）

二酸化炭素の
発 生 源 部 門

排出量
（千ｔ-CO2）

伸び率

エネルギー転換部門 233 1.73 
産 業 部 門 3,139 1.02 
運 輸 部 門 1,767 1.26 
民 生 部 門 1,962 1.42 
工 業 プ ロ セ ス 36 1.03 
廃 棄 物 146 1.75 

合　　計 7,282 1.19 
　※とくしま地球環境ビジョン（平成18年3月策定）の

データより



（２）県の取り組み

①　地球環境保全の基本的な考え方

「環境首都とくしまの実現」を基本目標として、平成16年3月に策定された「オンリーワン徳島行動計画」を

踏まえ、平成16年度には、2010年の温室効果ガス排出量を1990年比で概ね10％削減することを目標とする「と

くしま地球環境ビジョン」、平成17年度には、「とくしま地球環境ビジョン（行動計画編）」を策定し、県民・

事業者・行政が一体となって取り組むなど、地球温暖化問題に重点的・積極的に取り組むこととしています。

また、平成16年3月に策定された「環境首都とくしま憲章」においても、温暖化防止に向けた、一人ひとりの

取り組みを広く呼びかけています。

一方、県自らの取り組みとしては、エコオフィスとくしま・県率先行動計画、徳島県グリーン調達等推進方

針等を策定し、再生紙の利用や用紙類使用量の削減、省資源・省エネルギーやグリーン調達等の取り組みの徹

底を図っています。なお、エコオフィスとくしま・県率先行動計画については、第3次計画の計画期間が平成21

年度までであることから、これまでの取り組み状況等を踏まえ、第4次計画を平成22年3月に策定しています。

他方、森林による二酸化炭素の吸収・固定機能を高めるため、計画的な森林の整備・保全を推進するととも

に、県民参加の森づくりや、木材・木質バイオマスの利用の促進に努めています。

こうした中、温室効果ガスの削減を世界的に約束した京都議定書の約束期間に入ったことを踏まえ、これま

での事業者、県民、県が一体となった温室効果ガス削減の取組みを一層加速させ、化石エネルギーへの依存の

少ない低炭素社会の実現を目指し、県民総ぐるみで本県の自然的社会的特色を生かした地球温暖化対策に取

り組むため、徳島県地球温暖化対策推進条例を平成21年4月から施行しています。

また、条例の施行に合わせ、県民や事業者が、日常生活や事業活動等において、温室効果ガス削減に自主的

かつ具体的に取り組む方法等を定めた徳島県地球温暖化対策指針を策定しています。

徳島県地球温暖化対策推進条例の概要

１　条例の概要

（１）目的

この条例は、地球温暖化対策に関し、県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、地球温暖化対策推進計画の策定その他

必要な事項を定めることにより、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の

確保に寄与するとともに、人類の福祉に貢献することを目的とする。

（２）各主体の責務

県、事業者及び県民の責務等を定める。

（３）地球温暖化対策推進計画

知事は、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、地球温暖化対策に関する計画を定める。

（４）県の率先実施

県は、その事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の抑制等に関する取組を率先して実施するものとする。

（５）事業活動に係る地球温暖化対策

①　特定事業者は、事業活動に係る地球温暖化の防止に関する事項を定めた計画書（以下「地球温暖化対策計画書」という。）を

作成し、知事に提出しなければならない。（特定事業者以外の事業者は、任意に計画書を提出できる。）

②　地球温暖化対策計画書を提出した者は、事業活動に伴う温室効果ガスの排出状況等を記載した報告書を作成し、知事に提出し

なければならない。

③　知事は、地球温暖化対策計画書等の提出があったときは、その内容を公表するものとする。

④　特定事業者は、地球温暖化の防止に関する情報を自主的かつ積極的に公表するものとする。（任意に計画書を提出した事業者

は、同情報を公表するよう努めるものとする。）
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（６）農林水産業に係る地球温暖化対策

①　農林水産業を営む者は、環境への負荷の低減に配慮した生産活動を行うよう努めるものとする。

②　事業者及び県民等は、農林水産物の消費については、県内で生産された農林水産物の消費を優先的に行うよう配慮するものと

する。

（７）　家庭生活等における地球温暖化対策

①　県民が家庭生活等において、地球温暖化の防止のために実施すべき取組について定める。

②　特定家庭用電気機器等販売事業者は、特定家庭用電気機器等を購入しようとする者に対しそのエネルギー消費効率について

説明するとともに、店舗の見やすい場所に特定家庭用電気機器等のエネルギー消費効率に関する情報を表示しなければならな

い。

（８）　建築物における地球温暖化対策

①　一定の規模以上の建築物の新築等をしようとする者は、地球温暖化の防止に関する事項を定めた計画書を作成し、知事に提出

しなければならない。

②　建築物の販売等を行う者は、建築物の購入等をしようとする者に対し、建築物に係る温室効果ガスの排出の抑制等に関する情

報を提供するとともに、その内容について説明するよう努めなければならない。

（９）　自動車に係る地球温暖化対策

①　事業活動に伴い相当程度多い自動車を管理する者は、その管理する自動車を使用する者が環境に配慮した自動車の運転等を

することを推進する者を選任し、知事に届け出なければならない。

②　自動車販売事業者は、新車を購入しようとする者に対し、自動車環境情報について説明するとともに、自動車環境情報につい

て表示しなければならない。

（１０）　催しに係る地球温暖化対策

①　相当程度大規模な催しを開催しようとするものが催しを開催する際に、地球温暖化の防止のために講ずべき措置について定

める。

②　相当程度大規模な催しを開催しようとするものは、自らが開催する催しに伴う温室効果ガスの排出の抑制等に努めるととも

に、排出量を埋め合わせる取組を行うよう努めるものとする。

（１１）　再生可能エネルギーの利用等に係る地球温暖化対策

事業者及び県民等は、再生可能エネルギーの利用に配慮した事業活動の実施等に努めるものとする。

（１２）　その他

①　知事は、地球温暖化対策計画書を提出した者のうち温室効果ガスの排出の抑制等に積極的に取り組んでいると認めるものに

ついて、公表することができる。

　　知事は、温室効果ガスの排出の抑制等に関する取組を行っている者が地球温暖化対策に著しく貢献している認めるときは、表

彰することができる。

②　知事は、地球温暖化対策計画書を提出した特定事業者等に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

③　知事は、地球温暖化対策計画書を提出しない特定事業者等に対し、勧告をすることができる。

④　知事は、勧告を受けた者が当該勧告に正当な理由なく従わない場合は、その旨を公表することができる。

⑤　②の報告又は資料の提出をしなかった者等は、5万円以下の過料に処する。

２　施行期日

平成21年4月1日施行
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　　　　②　地球温暖化防止に向けた主な施策

ア　「徳島県地球温暖化対策推進条例」及びこれに条例に則る「徳島県地球温暖化対策指針」が平成21年4月

から施行されたことに伴い、各団体主催会議での概要説明や各団体への訪問・パンフレットの配布、ホー

ムページや県広報「OUR徳島」への掲載など、様々な機会・媒体を通じて、周知を図りました。

また、条例に基づき、事業活動や建築物に係る地球温暖化対策計画書や、管理する自動車のエコドライ

ブ推進者の選任届出書の提出、事業活動に係る地球温暖化対策計画書の実施状況の報告などがなされて

います。

イ　地域グリーンニューディール基金を活用し、とくしま新成長戦略（グリーンニューディール）推進事

業として、「徳島ならでは」の地球温暖化対策等を推進することにより、本県経済の発展や地域活性化を

はかる本県独自の「新成長戦略」となる事業を実施してきました。（3年間に渡り計8.9億円の事業を展

開）

具体的には、以下のとおりです。

ａ「自然エネルギー活用・啓発事業」（実施主体：徳島県）

多くの県民が訪れる県有施設にLED照明や太陽光発電パネルなどを導入し、CO2削減や啓発等に活用

していく。

□平成22年度事業計画（主なもの）

・「独立型ソーラー式電動アシスト自転車」の仕組みを県内各地に拡大

・県立防災センターに太陽光発電設備とLED外灯（ソーラー式）を設置

・歩行者信号機のLED化

ｂ「地球にやさしい企業・NPO等支援事業」（実施主体：民間）

事業活動における温室効果ガスの排出量を削減するため、新・省エネルギー施設・設備の導入など、

環境の保全・創造に積極的に取り組む民間企業・NPO等が実施する事業を支援するため、事業に要する

経費の一部（3分の1以内）を県が補助する。

□平成22年度補助(交付決定)実績　51件

・太陽光発電設備とLED照明設備を複合的に整備する事業　

・高効率照明設備を本店・支店で一体的に整備する事業　等

ｃ「地域グリーンニューディール戦略支援事業」（実施主体：市町村）

県内の市町村が行う地域特性を活かした地球温暖化対策や不法投棄・散乱ゴミ処理の取組を支援す

る。

□平成22年度補助(交付決定)実績　15市町村

ウ　エコオフィスとくしま・県率先行動計画に基づき、庁舎における適正な冷暖房の設定、低公害車の導入

促進や公用車の使用におけるエコドライブの取組みなどに努めました。

また、とくしま新成長戦略（グリーンニューディール）推進事業によるほか、県立3高等学校や南部防

災拠点への太陽光発電の導入、アスティ徳島や郷土文化会館などの空調設備の省エネ対策など、施設面で

の取組みを進めています。

エ　東日本大震災を踏まえ、電力不足の解消に向けた節電意識の啓発の観点から、適正冷房28℃と軽装勤務

を進める、従来の「徳島夏のエコスタイル」期間（6月～9月）に加えてプレ期間（5月）とアフター期間

（10月）を新たに設定するとともに、暖房時の温度を19℃に徹底することなどを盛り込んだ「徳島冬のエ

コスタイル」期間（12月～3月）についても、プレ期間（11月）とアフター期間（4月）を設定し、1年間を

通した「省エネ・省資源行動」の徹底を県民に広く協力を呼びかけました。

また、通勤をできるだけ徒歩や自転車、公共交通機関で行ったり、毎月10日、20日、30日のノーカーデー

の実施など、自動車の使い方を見直す「徳島エコ・カーライフ」運動を展開しました。

さらに、とくしま環境県民会議の下に、「低炭素交通システム」、「カーボン・オフセット推進」に加え、

「新・省エネルギー推進」の検討会が設置され、民間主導による実践活動や共同研究、社会実験の実施が

より多面的に進められることとなりました。なお、これらの検討会は平成22年6月から3つの常設推進チー

ムに改組・拡充されています。

この他、平成23年3月には関西広域連合の広域環境保全局内にカーボン・オフセットの広域活用を図る

「クレジット広域活用調査検討チーム」が設置され、徳島県がチームリーダーに選出されました。

また、4月からは四国地球温暖化対策推進連絡協議会の幹事として、四国における地球温暖化対策の調

整を行っています。
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２　今後の取り組みの方向性

（１）地球温暖化対策推進計画の策定

2009（平成21）年4月から施行された徳島県地球温暖化対策推進条例において、地球温暖化対策を総合的かつ

計画的に推進するための地球温暖化対策推進計画の策定、また、地球温暖化対策推進法第20条の3に基づく地方

公共団体実行計画（区域施策編）の策定が義務付けられており、政府において2020年までに温室効果ガス排出

量を1990年比25％削減という新たな目標が示される中、現行の「とくしま地球環境ビジョン（行動計画編）」の

目標年度が2010（平成22）年であることから、これに替わる計画として平成23年8月に、新たな「徳島県地球温暖

化対策推進計画」を策定し、県民総ぐるみとなって地球温暖化対策に取り組みます。

（２）実行計画(事務事業編)の推進等

地球温暖化対策推進法に基づく実行計画（事務事業編）として策定した「エコオフィスとくしま・県率先行

動計画（第4次：22～26年度）」や「徳島県グリーン調達等推進方針」に基づき、県の事務、事業に関する環境に

配慮した取り組みを全庁的に推進し、温室効果ガス排出量の削減に努めます。

また、市町村等に対しても、地球温暖化対策の重要性を踏まえ、実行計画の推進を図るなど、県及び市町村等

が率先して温暖化対策に取り組むため体制の整備を図ります。

一方、森林の吸収源対策については、「徳島県食料・農林水産業・農山漁村基本計画」に基づき、健全な森林の

整備、県産木材の利用推進などに努めます。

（３）徳島県地球温暖化対策推進条例等の適切な運用

県民を挙げた具体的な地球温暖化対策の取組みが実践されるよう、条例に基づく施策を着実に推進するとと

もに、徳島県地球温暖化対策指針の県民への一層の浸透に努めます。

（４）クリーンエネルギーの利用促進に向けた取組み

「緑の分権改革推進事業」において、県では平成22年度に引き続き小水力発電に関する実証調査を実施します。

また、「地域グリーンニューディールコア支援モデル事業」で県内の先進市町村を指定し、施設補助を行うとと

もに、「再生可能エネルギー導入促進支援事業」により、スーパーバイザーや研究者の派遣を行うなど、プロジェ

クトの支援に当たることとします。
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